
埼玉県茶業研究所 

自動販売機設置事業者募集要項 
 

埼玉県では、県有施設に飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）を設置

する事業者を募集し、総合的評価方式によって設置予定事業者を決定し、当該事業者と

県有財産賃貸借契約を締結します。 

自動販売機設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書をよく

御確認いただき、内容を御承知の上御参加ください。 

 

１ 目的 

県有財産の有効活用を図り、県の自主財源の確保及び設置事業者選定手続の公平性

や透明性を高める。 

 

２ 応募資格要件 

  「令和７・８年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」又は「令和８・

９年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」に応募者が登載されているこ

と。 
 

 

 

 （参考）名簿登載申請の資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。 

（１）法人にあっては埼玉県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては埼玉県内で事業を営んで 

いること。 

（２）自動販売機の設置業務において、管理・運営する３年以上の実績を有していること。 

（３）国、地方公共団体又はその他法人との種類及び規模をほぼ同じくする契約等を、過去２年の間に２回

（２か所）以上全て誠実に履行していること。 

（４）県税を滞納していないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日）第３２条第１項各号に掲げるも

のでないこと。 

（６）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処分の対象

となっている団体及びその構成員でないこと。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること及び埼玉

県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させな

いこととされた者でないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない者であること及び

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。 



３ 募集事項等 

（１）募集の目的 

自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借契約の相手方の選定及び決定 

 

（２）貸付場所及び面積（設置台数） 
 

物件

番号 
財産名称 所在地 貸付箇所 貸付面積 台数 

１ 
埼玉県 

茶業研究所 

入間市上谷ヶ貫 

２４４－２ 
１階玄関前 

1.90mx1.10m 

2.09 ㎡ 
１台 

※貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 

※管理上・美観上等の都合により、自動販売機の周囲に壁等を設置することがある。 

 

（３）貸付期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（更新なし）。 

本公募要項において設置が決定し・契約した事業者は、埼玉県と協議の上、原

則として令和８年４月１日（水）～４月９日（木）の間に自動販売機を設置する。 

 

（４）貸付条件等 

別添仕様書による。 

 

（５）その他（参考デ－タ） 

●自動販売機の設置済み場所の年間売上本数 
 

物件

番号 
設置場所 種別 

昨年度売上本数 

（R6.4～R7.3） 

直近の売上本数 

（R7.4～R7.9） 

１ 
埼玉県 

茶業研究所 

飲料水（缶・ペ

ットボトル） 
９７５本 ５８７本 

 

４ 募集から設置予定事業者決定までのスケジュール 
 

日程 内容 

令和８年１月１３日（火） 募集要項の公開（ＨＰの公開） 

令和８年１月２７日（火）～２月２日（月） 質問受付期間 

令和８年２月５日（木） 質問回答期限 

令和８年２月６日（金）～２月１３日（金） 参加申込書受付期間 

令和８年２月下旬 設置予定事業者決定 

 

５ 質問の受付及び回答 

本件に係る質問は、以下のとおり受け付けるものとする。 

（１）質問の方法 

質問は、令和８年１月２７日（火）から２月２日（月）午後５時までに、質

問書（様式第４号）の様式を使用し、下記提出先メールアドレスに電子メール

を送信して行うものとする。 

（メール提出先）f361351@pref.saitama.lg.jp（代表） 

（メール件名）【会社名】「茶業研究所」自動販売機設置事業者質問 

（２）質問への回答 

mailto:f361351@pref.saitama.lg.jp


   質問事項への回答は令和８年２月５日（木）までに、当研究所のホームペー

ジに掲載する。 

 

６ 応募手続 

（１）参加申込み 

参加を希望する者は、参加申込書等（エに掲げる書類）を提出するものとする。 

  ア 提出期間 

令和８年２月６日（金）から２月１３日（金）１７時まで 

※郵送の場合は当日消印有効 

  イ 提出方法 

電子メール、郵送又は持参 

    ※郵送の場合、封筒に「自動販売機参加申込書」と朱書きし、必ず書留郵便

で提出すること。なお、郵送に係る事故により、参加申し込みが出来なか

った場合でも、県は責任を負わない。 

  ウ 提出先 

    埼玉県茶業研究所（総務担当） 

    〒358-0042 入間市上谷ヶ貫２４４－２ 

    （メール提出先）f361351@pref.saitama.lg.jp（代表） 

    （メール件名）【会社名】「茶業研究所」自動販売機設置事業者参加申込 

  エ 提出書類 
 

 提出書類 提出部数 

① 参加申込書（様式第１号） １部 

② 賃貸借料提案書（様式第２号） １部 

③ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号） 
１部 

④ 設置する自動販売機のカタログ（※） 

⑤ 自動販売機設置事業者登録書（写） １部 

     ※設置する自動販売機が特定できるようカタログに明記しておくこと。  

 

（２）賃貸借料提案書（様式第２号）に記載する金額 

記載する金額は年額とする。 

設置予定事業者決定に当たっては、賃貸借料提案書（様式第２号）に記載され

た金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって賃

貸借金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を記載すること。 

 

（３）提出書類に関する留意事項 

   ア 応募者が提出した書類は返却しない。 

イ 応募者が提出した書類は提出期限を過ぎた後は、書き換え、引き換え又は

撤回をすることはできない。ただし、県から補正を求められた場合は、この

限りでない。 

ウ 選定事務の担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、参加者の
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負担において説明をしなければならない。 

エ 次に掲げる場合に該当する応募は無効とする。 

（ア）応募者が提出した書類に虚偽の記載をしたとき 

（イ）応募者が法令又は本募集要項の規定に違反したとき 

 

７ 設置予定事業者の決定方法等 

（１）設置予定事業者の決定方法 

次に掲げる各要件のいずれにも該当する応募者のうち、内容点及び価格点の合

計点数（以下、「総得点」という。）の最も高い者を設置予定事業者とする。 

ア 賃貸借料提案書（様式第２号）に記載された金額が、埼玉県財務規則（昭

和３９年規則第１８号）第１０３条の規定に基づいて定められた予定価格に

１１０分の１００を乗じて得た額以上の価格であること。 

イ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号）（以下「提案書」という。）の

各確認内容に係る提案内容が全て記載されていること（＊）。 

＊確認内容のうち該当のないものについては、提案内容欄「該当なし」と

記載すること。 

 

（２）総得点の算定方法 

     総得点 ＝ 内容点 ＋ 価格点 

  【評価項目及び評価点】 
 

内 

容 

点 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 社会貢献度 

県事業への人的支援、寄附（物品の提供

や県設置基金への寄附を含む。）、協定に

基づく協力体制など 

２０点 

２ 
自動販売機 

機能、提案 

環境配慮・リサイクル啓発の提案、リサ

イクル率を高めるための提案など 

電子マネ－対応、災害時に飲料提供が可

能な防災対策機能などの附加機能 

１０点 

３ 商品内容 

県産品の取扱い、環境配慮を考慮した商

品構成提案（リサイクル 100%ペットボト

ル、ペットボトル飲料の構成比率など） 

１０点 

小計点 ４０点 

価
格
点 

提案価格 提案賃貸借料に基づき算定 ６０点 

総得点 １００点 

  ※ 内容点及び価格点の算出に当たっては、小数点第１位までを有効とし、小数点第２



位で四捨五入する。 

  ※ 総得点の最も高い者が２者以上あるときは、内容点の高い者を設置予定事業者とす

る。また、総得点の最も高い２者以上の者の内容点が同点の場合は、内容点が同点の

者のくじ引きで設置予定事業者を決定する。 

 

（３）審査の方法 

   本件に係る落札者を決定するに当たり、提案書等を公正に審査し、設置予定事

業者の優先順位を審議するため、「飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」

を設置する。 

 

（４）設置予定事業者の決定時期 

  選定は、令和８年２月下旬に行う予定である。 

 

（５）選定結果の通知 

令和８年３月２日（月）以降、選定された者に対しては選定された旨を、選定

されなかった者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面により通知する。 

 

（６）設置予定事業者決定の例外 

 設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置予定 

事業者としない。 

 また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序

を乱すおそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から、事情を聴

取の上、合理的な理由がないと認められるときは、その者を設置予定事業者とせ

ず、次点の者（賃貸借料提案書（様式第２号）に記載された金額が予定価格に１

１０分の１００を乗じて得た額以上の者に限る。以下同じ。）を設置予定事業者

とする。 

 

（７）設置予定事業者等の公表について 

    設置予定事業者を決定したときは、次の事項について本研究所のホ－ムペ－ジ

に掲載するものとする。 

ア 公募自動販売機数 

イ 公募参加者数 

ウ 設置事業者決定日 

エ 各設置事業者名 

オ 各設置事業者の総合評価得点（総得点） 

 

（８）その他 

    設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるときは、



選定時期を延期し、又は取り止めることがある。 

 

８ 設置予定事業者の決定取消し等 

（１）次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消すもの

とする。 

ア 設置予定事業者が応募資格を失ったとき 

イ 設置予定事業者が提案にあたって提出した文書に虚偽の記載がされている

ことが発見されたとき。 

ウ ９（２）に示す期限までに、契約書が提出されなかったとき 

エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと

県が判断したとき 

（２）（１）により、設置予定事業者の決定を取り消したとき及び設置予定事業者が

契約を締結しないときは、設置予定事業者選定委員会の審査において次点の者と

随意契約交渉を行う。 

 

９ 契約 

（１） 別添契約書（案）のとおりとする。 

（２）設置予定事業者は令和８年３月１１日（火）までに、契約書に記名押印のうえ

県に提出し、県と県有財産賃貸借契約を締結する。 

 

１０ その他 

（１）本書に定めがない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）、及び埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県

規則第１８号）の定めるところによる。 

（２）申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置並びに現に受けている行政財

産使用許可の取消及び県有財産賃貸借契約等の解除を行うことがある。 

（３）自動販売機設置に係る契約書等の文書は、埼玉県情報公開条例（平成１２年１

２月２６日条例第７７号）に基づく情報公開請求等により第三者へ公開する場合

がある。 

 

１１ 問い合わせ先 

入間市上谷ヶ貫２４４－２ 

埼玉県茶業研究所 総務担当（吉武） 

ＴＥＬ：０４－２９３６－１３５１ 

Ｅ-mail：f361351@pref.saitama.lg.jp 
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